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旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所
に
よ
る
非
国
際
的

武
力
紛
争
の
定
義
と
そ
の
意
義
（
二
・
完
）

─
─
タ
ジ
ッ
チ
基
準
に
み
る
烈
度
要
件
と
組
織
性
要
件
─
─

松　
　

山　
　

沙　
　

織

は
じ
め
に

第
一
章　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
タ
ジ
ッ
チ
基
準
の
形
成

　

一　

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
概
要
お
よ
び
裁
判
所
の
設
立
経
緯

　

二　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
適
用
法
規
と
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
法
的
性
質
の
関
係

　

三　

タ
ジ
ッ
チ
事
件
に
お
け
る
武
力
紛
争
の
定
義
─
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
区
別

第
二
章　

非
国
際
的
武
力
紛
争
の
敷
居
と
し
て
の
タ
ジ
ッ
チ
基
準

　

一　

コ
ソ
ボ
紛
争

　

二　

マ
ケ
ド
ニ
ア
紛
争
（
以
上
、
第
六
五
巻
第
三
号
）

第
三
章　

烈
度
要
件

　

一　

烈
度
を
構
成
す
る
諸
要
素

　

二　

烈
度
の
評
価
─
暴
力
の
連
続
性
と
重
大
性
評
価
の
組
み
合
わ
せ

　

三　

政
府
に
よ
る
暴
力
の
態
様
と
法
的
枠
組
み
の
関
係　
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第
四
章　

組
織
性
要
件

　

一　

組
織
性
要
件
の
意
義
─
共
通
三
条
の
履
行
確
保

　

二　

組
織
性
の
評
価
─
五
つ
の
構
成
要
素
の
相
互
補
完
的
評
価

お
わ
り
に
（
以
上
、
本
号
）

第
三
章　

烈
度
要
件

　

こ
こ
ま
で
、
二
つ
の
紛
争
に
関
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
判
例
に
お
け
る
対
応
を
確
認
し
た
。
武
力
紛
争
法
に
関
す
る
諸
規
則
を
参
照
し
て
作

ら
れ
た
一
見
十
分
な
客
観
性
を
も
つ
タ
ジ
ッ
チ
基
準
で
あ
る
が
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
そ
れ
に
は
至
ら
な
い
そ
の
他
の
騒
乱
や
緊
張

等
の
事
態
と
区
別
す
る
こ
と
の
難
し
さ
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
実
行
を
通
じ
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
き
た
。
同
時
に
、
タ
ジ
ッ
チ
基
準
が
多

様
な
状
況
に
適
用
可
能
な
基
準
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
タ
ジ
ッ
チ
事
件
管
轄
権
上
訴
審
決
定
が
、
非
国
際

的
武
力
紛
争
に
つ
い
て
適
用
範
囲
を
広
く
確
保
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
タ

ジ
ッ
チ
基
準
が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
状
況
に
妥
当
し
て
い
る
も
の
な
の
か
は
、
同
基
準
を
構
成
す
る
烈
度
要
件
と
組
織

性
要
件
の
内
容
に
基
づ
き
分
析
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
。
本
章
と
次
章
で
は
、
烈
度
要
件
と
組
織
性
要
件
の
解
釈
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き

要
素
や
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
る
。

　
　

一　

烈
度
を
構
成
す
る
諸
要
素

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
、
タ
ジ
ッ
チ
基
準
に
関
す
る
、
ど
の
よ
う
な
事
象
が
存
在
す
れ
ば
烈
度
要
件
を
満
た
す
の
か
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
、

烈
度
の
具
体
的
な
指
標
（indicative factor

）
の
作
成
に
よ
り
、
そ
の
概
念
の
明
確
化
を
試
み
て
き
た
。
そ
し
て
ボ
シ
ュ
コ
ス
キ
事
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件
第
一
審
判
決
に
お
い
て
、
過
去
の
諸
判
例
か
ら
蓄
積
さ
れ
た
指
標
群
が
示
さ
れ
、
以
降
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
判
例
に
お
い
て
一
貫
し
て
引

用
さ
れ
て
い
る
。
同
判
決
は
、
過
去
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
判
例
や
そ
の
他
の
国
内
裁
判
所
の
判
例
、
ま
た
国
家
実
行
を
参
照
し
、
烈
度
の
指

標
と
し
て
以
下
の
も
の
を
あ
げ
て
い
る
。
重
大
な
（seriousness

）
攻
撃
や
武
力
衝
突
の
増
加
、
衝
突
の
期
間
、
地
域
的
に
拡
大
す

る
衝
突
、
政
府
軍
の
動
員
数
の
増
加
、
双
方
の
当
事
者
の
武
器
の
使
用
、
国
連
の
注
目
お
よ
び
当
該
問
題
へ
の
決
議
の
採
択
そ
れ
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
他
に
は
、
戦
闘
地
域
か
ら
避
難
す
る
文
民
の
数
、
武
器
の
種
類
（
特
に
重
火
器
、
そ
の
他
戦
車
や
軍
用
車
両
の
使

用
）、
街
の
封
鎖
や
包
囲
お
よ
び
激
し
い
砲
撃
、
砲
撃
や
戦
闘
に
よ
る
被
害
者
の
数
や
破
壊
の
程
度
、
展
開
す
る
部
隊
の
数
、
当
事
者

間
で
の
前
線
の
存
在
や
変
化
、
領
域
（
町
や
村
）
の
占
領
、
危
機
に
あ
る
地
域
に
お
け
る
政
府
軍
の
展
開
、
道
路
の
封
鎖
、
停
戦
命
令

や
合
意
、
国
際
機
関
に
よ
る
停
戦
合
意
の
仲
介
や
実
行
の
試
み
、
国
家
の
武
力
行
使
の
態
様
と
い
っ
た
も
の
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は

事
件
ご
と
の
分
析
を
要
す
る
事
実
上
の
問
題
（factual m

atter

）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
指
標
群
の
作
成
は
抽
象
的
概
念
で
あ
る
烈
度
を
、

い
わ
ば
可
視
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

烈
度
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
う
ち
、
必
要
条
件
と
し
て
考
慮
す
べ
き
要
素
と
は
何
か
、
学
説
上
議
論
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
長
期
化

し
た
武
力
に
よ
る
暴
力
」
の
文
言
解
釈
に
お
い
て
、
暴
力
の
期
間
的
要
素
と
規
模
の
要
素
と
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
に
つ
き
、

烈
度
要
件
に
関
す
る
異
な
る
解
釈
ア
プ
ロ
ー
チ
が
存
在
す
る
。

　

ま
ず
、
暴
力
に
つ
い
て
一
定
程
度
の
規
模
と
期
間
の
双
方
が
必
要
と
す
る
説
が
あ
る
。
特
に
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
（Y

oram
 D

in-

stein)

は
暴
力
の
激
し
さ
（intensity of violence

）
と
長
期
化
す
る
敵
対
行
為
（protracted hostility

）
の
要
素
に
分
け
、
こ
れ

ら
を
代
替
可
能
（alternative

）
な
概
念
と
し
て
み
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
ま
た
、
デ
イ
ビ
ッ
ド
（Eric D

avid

）
も
同
様
に
、
暴
力

の
規
模
と
い
っ
た
重
大
性
に
加
え
、
期
間
も
必
要
で
あ
る
と
す
る
。

　

他
方
、
暴
力
の
期
間
的
要
素
と
規
模
の
要
素
を
反
比
（inverse ratio

）
の
関
係
と
と
ら
え
、
暴
力
の
規
模
の
み
に
依
拠
す
る
も
の

（
58
）

（
59
）

（
60
）

（
61
）

（
62
）
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も
あ
る
。
こ
の
見
解
で
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
小
規
模
な
暴
力
が
発
生
し
て
い
る
場
合
や
、
逆
に
高
烈
度
だ
が
短
期
間
で
終
息
す
る
暴

力
の
場
合
も
、
武
力
紛
争
に
該
当
し
う
る
。
ま
た
、
シ
バ
ク
マ
ラ
ン
は
反
比
の
関
係
に
あ
る
と
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
暴
力
の
期
間

は
あ
く
ま
で
も
烈
度
の
一
側
面
で
あ
っ
て
、
一
定
規
模
を
持
つ
暴
力
が
考
慮
さ
れ
る
と
し
、
同
様
に
比
較
的
短
期
間
の
暴
力
で
あ
っ
て

も
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
な
り
う
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
国
家
実
行
が
そ
の
よ
う
な
説
を
支
持
し
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
見
解
を
否
定
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
見
解
の
相
違
は
、
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
敷
居
を
よ
り
高
く
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。

烈
度
要
件
の
解
釈
に
お
い
て
、
期
間
的
要
素
を
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
ど
の
法
的
枠
組
を
前
提
と
し
た
議
論
で
あ
る
か

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
三
条
は
前
記
の
通
り
、
共
通
三
条
や
第
二
追
加
議
定
書
の
う
ち
慣
習
法
化
し

た
一
部
規
則
な
ど
、
戦
争
の
法
規
又
は
慣
例
に
対
す
る
違
反
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
り
、
タ
ジ
ッ
チ
基
準
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
適
用
条

件
で
あ
る
た
め
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
自
体
の
解
釈
ア
プ
ロ
ー
チ
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　
　

二　

烈
度
の
評
価
─
─
暴
力
の
連
続
性
と
重
大
性
評
価
の
組
み
合
わ
せ

　

第
二
章
で
扱
っ
た
二
つ
の
紛
争
を
簡
単
に
整
理
す
る
と
、
以
下
の
通
り
に
な
る
。
コ
ソ
ボ
で
は
あ
る
時
期
を
境
に
、
数
カ
月
の
内
に

武
力
衝
突
が
急
速
に
激
化
し
、
各
地
に
拡
大
し
た
結
果
、
多
数
の
死
傷
者
や
多
大
な
物
理
的
損
害
、
ま
た
難
民
や
国
内
避
難
民
が
発
生

し
た
。
た
だ
し
、
武
力
紛
争
発
生
以
前
に
、
セ
ル
ビ
ア
当
局
と
Ｋ
Ｌ
Ａ
の
武
力
衝
突
が
停
止
さ
れ
、
一
か
月
ほ
ど
一
時
的
に
治
安
状
況

が
鎮
静
化
（calm

）
し
た
期
間
が
あ
っ
た
。
他
方
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
で
は
、
大
規
模
な
武
力
衝
突
が
な
か
っ
た
た
め
比
較
的
死
傷
者
や

物
理
的
損
害
は
少
な
か
っ
た
も
の
の
、
コ
ソ
ボ
の
事
例
と
同
様
に
難
民
や
国
内
避
難
民
が
多
数
発
生
し
、
長
期
間
に
渡
っ
て
一
地
方
の

中
で
武
力
衝
突
が
拡
大
し
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
こ
れ
ら
の
事
実
に
つ
い
て
、
武
力
紛
争
の
存
在
を
確
認
し
た
。

（
63
）

（
64
）

（
65
）

（
66
）
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こ
の
こ
と
か
ら
は
、
判
例
は
事
実
主
義
に
基
づ
き
、
暴
力
行
為
が
連
続
す
る
事
実
を
重
視
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
暴
力
行
為
間
に
一
定
の
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
暴
力
行
為
は
一
つ
の
武
力
紛
争
を
構
成

す
る
と
み
な
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、
コ
ソ
ボ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
セ
ル
ビ
ア
当
局
と
Ｋ
Ｌ
Ａ
の
武
力
紛
争
が
認
定
さ

れ
る
前
に
も
暴
力
行
為
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
暴
力
行
為
の
相
違
点
と
は
、
そ
の
重
大
性
で
あ
る
。
コ
ソ
ボ
で
は
、
武
力
紛
争

の
発
生
以
前
か
ら
各
地
域
で
「
毎
日
の
よ
う
に
（daily basis

）」
武
力
衝
突
が
あ
っ
た
が
、
治
安
状
況
は
「
通
常
（norm

al

）」
で
あ

っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
衝
突
は
犠
牲
者
が
少
な
い
、「
比
較
的
小
規
模
な
事
件
（relatively m

inor incidents

）」
で
あ
る

と
さ
れ
た
。
武
力
紛
争
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
前
後
の
時
期
で
異
な
る
の
は
、「
セ
ル
ビ
ア
軍
の
か
つ
て
な
い
（unprecedented

）

規
模
の
配
置
」、「
大
規
模
な
武
力
衝
突
」、「
多
数
の
文
民
の
避
難
」
な
ど
の
事
実
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
は
、
暴
力
の
性
質
に

つ
い
て
は
そ
の
連
続
性
に
加
え
、
そ
の
重
大
性
に
つ
い
て
も
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。 　

　

こ
う
し
た
重
大
性
要
素
が
な
ぜ
必
要
と
さ
れ
る
か
。
本
来
、
武
力
紛
争
法
は
国
内
問
題
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
事
態
を
そ
の
適
用
範
囲

か
ら
除
外
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
、
事
態
の
深
刻
さ
や
重
大
性
に
鑑
み
、
国
際
法
が
国
内
の
状
況
に
介
入
す
る
構

図
と
な
る
。
タ
ジ
ッ
チ
基
準
も
こ
れ
に
準
じ
て
、
基
本
的
に
国
内
事
項
と
思
わ
れ
る
事
態
に
つ
い
て
は
除
外
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
二
本
立
て
の
評
価
に
基
づ
く
解
釈
ア
プ
ロ
ー
チ
の
結
果
、
コ
ソ
ボ
の
事
例
で
は
、
暴
力
の
重
大
性
が
重
視
さ
れ
、
暴
力

の
期
間
要
素
は
相
対
的
に
低
下
し
た
一
方
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
事
例
で
は
、
暴
力
の
規
模
は
け
し
て
大
き
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
連

続
的
な
暴
力
の
長
期
性
が
武
力
紛
争
に
達
す
る
烈
度
と
認
め
ら
れ
た
と
考
え
る
事
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
烈
度
要
件
の
解
釈
に
あ

た
っ
て
は
、
暴
力
の
連
続
性
と
重
大
性
要
素
が
相
対
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
暴
力
が
連
続
す
る
期
間

的
要
素
に
求
め
ら
れ
る
時
間
の
長
さ
は
各
事
例
の
状
況
や
性
質
に
よ
っ
て
異
な
り
う
る
。「
長
期
化
し
た
武
力
を
用
い
た
暴
力
」
か
ら

（
67
）

（
68
）

（
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「
烈
度
」
へ
の
読
み
替
え
の
結
果
、
期
間
的
要
素
が
消
滅
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
読
み
替
え
に
従
っ
た
解
釈
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、
高
い
烈
度
の
暴
力
が
短
期
間
あ
る
場
合
も
、
低
い
程
度
の
暴
力
で
あ
っ
て

も
長
期
に
わ
た
り
存
在
す
る
場
合
も
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
該
当
し
う
る
。
加
え
て
、「
烈
度
」
と
い
う
文
言
は
、
暴
力
自
体
の
性

質
の
み
な
ら
ず
、
避
難
民
の
数
や
国
際
社
会
の
関
心
と
い
っ
た
、
暴
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
間
接
的
な
状
況
要
素
も
含
め
た
総
合

的
な
考
慮
の
下
、
タ
ジ
ッ
チ
基
準
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。「
長
期
化
し
た
武
力
を
用
い
た
暴
力
」
か
ら
「
烈
度
」

へ
の
変
換
は
、
タ
ジ
ッ
チ
基
準
の
枠
内
で
柔
軟
な
適
用
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
。

　
　

三　

政
府
に
よ
る
暴
力
の
態
様
と
法
的
枠
組
み
の
関
係

　

政
府
が
通
常
の
法
執
行
活
動
を
行
う
場
合
、
警
察
比
例
の
原
則
が
働
き
、
暴
力
行
為
の
法
執
行
対
象
以
外
へ
の
波
及
は
原
則
的
に
許

容
さ
れ
な
い
。
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
場
合
に
お
い
て
は
、
付
随
的
損
害
が
過
度
で
な
け
れ
ば
許
容
さ
れ
る
と
い
う
武
力
紛
争
上
の
規

則
と
、
法
執
行
上
の
考
え
方
が
重
畳
的
に
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
領
域
内
で
発
生
す
る
暴
力
に
対
し
、
警
察
な
ど
の
治
安
部
隊
や

軍
隊
が
、
武
力
を
用
い
て
対
処
す
る
こ
と
自
体
が
、
た
だ
ち
に
武
力
紛
争
法
の
適
用
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
法
執

行
活
動
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
警
察
比
例
の
程
度
を
超
え
て
武
力
が
使
用
さ
れ
る
場
合
、
国
際
法
に
よ
る
介
入
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ボ
シ
ュ
コ
ス
キ
事
件
第
一
審
判
決
は
、「
よ
り
体
系
的
（m

ore system
atic

）」
な
検
討
の
た
め
に
、
武
装
集

団
に
よ
る
暴
力
の
態
様
の
み
な
ら
ず
、
国
家
機
関
（
警
察
や
軍
隊
）
に
よ
る
武
装
集
団
へ
の
暴
力
の
態
様
も
烈
度
の
指
標
と
し
た
。

「
特
に
、
た
と
え
ば
生
命
権
や
恣
意
的
な
拘
禁
を
受
け
な
い
権
利
と
い
っ
た
人
権
が
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
か
は
、
国
家

機
関
に
よ
る
武
力
の
使
用
を
分
析
す
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
」。
す
な
わ
ち
、
武
力
紛
争
法
と
国
際
人
権
法
の
間
に
、
恣
意
性
の
判
断

（
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に
つ
い
て
違
い
が
あ
る
た
め
、
国
家
に
よ
る
暴
力
の
態
様
如
何
で
武
力
紛
争
の
存
否
は
図
ら
れ
う
る
。
同
判
決
は
国
家
機
関
の
暴
力
の

態
様
に
つ
い
て
、
諸
国
家
に
お
け
る
実
行
や
裁
判
所
の
判
決
を
参
照
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
チ
ェ
チ
ェ
ン
紛
争
に
お
い
て
第
二
追
加

議
定
書
を
適
用
し
た
ロ
シ
ア
の
実
行
や
、
ペ
ル
ー
内
戦
に
お
け
る
、
大
規
模
な
破
壊
や
多
数
の
被
害
者
が
存
在
し
、
政
府
が
「
戦
争
状

態
」
を
認
識
し
て
お
り
、
共
通
三
条
の
適
用
を
認
め
た
ペ
ル
ー
の
実
行
、
共
通
三
条
の
適
用
を
認
め
た
米
国
の
ハ
ム
ダ
ン
事
件
に
お
け

る
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
断
な
ど
の
国
家
に
よ
る
暴
力
の
態
様
を
参
照
し
、
こ
う
し
た
国
家
の
対
応
が
武
力
紛
争
の
存
在
の
証
拠
と
な

る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

マ
ケ
ド
ニ
ア
紛
争
に
お
い
て
マ
ケ
ド
ニ
ア
政
府
は
武
力
紛
争
の
存
在
を
認
め
ず
、
軍
や
警
察
の
活
動
や
命
令
が
、
通
常
の
法
執
行
活

動
で
あ
る
と
大
統
領
令
で
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
れ
ら
の
内
容
は
法
執
行
活
動
に
適
用
さ
れ
る
法
制
度
で
許
容
さ
れ
る

暴
力
の
限
度
を
超
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
「
法
的
枠
組
み
に
お
け
る
矛
盾
（inconsistency in the legal fram

ew
ork

）」

と
指
摘
さ
れ
た
。
例
え
ば
、「
テ
ロ
組
織
の
破
壊
」
の
た
め
、
武
装
集
団
に
で
き
る
だ
け
多
く
の
被
害
や
犠
牲
者
を
出
す
よ
う
に
命
令

す
る
大
統
領
令
が
存
在
し
た
。
さ
ら
に
、
武
装
集
団
以
外
に
被
害
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
、
軽
火
器
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
て

い
た
が
、
必
要
で
あ
れ
ば
文
民
の
「
付
随
的
損
害
」
が
許
容
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
国
内
法
の
執
行
に
お
い
て
、
一
般
的
に
武
力
紛
争

に
お
け
る
犯
罪
行
為
（
武
力
を
伴
う
反
乱
、
捕
虜
や
文
民
に
対
す
る
戦
争
犯
罪
な
ど
）
に
つ
い
て
の
捜
査
や
訴
追
、
有
罪
判
決
な
ど
が

行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
ボ
シ
ュ
コ
ス
キ
事
件
第
一
審
判
決
は
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
政
府
が
武
力
紛
争
状
態
を
認
識
し
て
い
た
と

示
し
、
武
力
紛
争
が
存
在
す
る
こ
と
の
証
拠
と
し
た
。
軍
隊
や
警
察
が
反
徒
の
鎮
圧
を
行
う
こ
と
が
た
だ
ち
に
武
力
紛
争
状
態
に
あ
る

こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
反
徒
の
制
圧
作
戦
等
に
お
け
る
大
規
模
で
継
続
的
な
軍
隊
の
活
動
や
武
力
紛
争
状
態
を
反
映
し
た
国
内

法
の
法
執
行
状
態
が
烈
度
の
評
価
に
お
い
て
重
要
と
な
る
。
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第
四
章　

組
織
性
要
件

　

第
二
章
で
扱
っ
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
判
例
で
特
に
争
わ
れ
た
の
は
暴
力
の
程
度
で
あ
っ
た
が
、
他
方
Ｋ
Ｌ
Ａ
や
Ｎ
Ｌ
Ａ
の
組
織
性
の
程
度
に

つ
い
て
も
問
題
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
武
装
集
団
は
組
織
化
の
過
程
に
お
い
て
「
地
方
や
村
の
小
組
織
」
や
「
複
数
に
分
か
れ
た
、
協

調
関
係
に
な
い
小
さ
な
集
団
」
と
評
さ
れ
、
紛
争
当
事
者
と
し
て
備
え
る
べ
き
組
織
性
を
い
つ
持
っ
た
の
か
不
分
明
で
あ
っ
た
。
本
章

は
武
力
紛
争
の
存
否
の
判
断
に
お
い
て
、
暴
力
の
行
為
者
の
性
質
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
理
由
に
焦
点
を
当
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
諸
判
例

が
示
し
た
組
織
性
要
件
の
内
容
に
つ
き
、
そ
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
。

　
　

一　

組
織
性
要
件
の
意
義
─
─
共
通
三
条
の
履
行
確
保

　

国
家
の
正
規
軍
と
異
な
る
特
質
や
形
態
を
持
つ
武
装
集
団
の
組
織
性
の
程
度
を
は
か
る
た
め
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
そ
の
判
例
の
中
で
組
織

性
概
念
の
明
確
化
を
試
み
て
き
た
。
ボ
シ
ュ
コ
ス
キ
事
件
第
一
審
判
決
は
烈
度
要
件
に
関
す
る
指
標
群
と
同
様
に
、
過
去
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ

判
例
や
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
を
参
照
し
、
組
織
性
要
件
の
詳
細
な
指
標
を
示
し
、
ま
た
そ
の
構
成
要
素
の
分
類
を
行
っ
た
。
第
一

に
指
揮
命
令
系
統
（com

m
and structure

）
の
存
在
、
第
二
に
作
戦
の
組
織
的
な
実
施
能
力
（ability to carry out operations 

in organised m
anner

）、
第
三
に
兵
站
能
力
（logistical capacity

）、
第
四
に
内
部
規
律
の
程
度
お
よ
び
共
通
三
条
の
基
本
的
義

務
の
履
行
能
力
（the existence of an internal disciplinary system

 and the ability to im
plem

ent com
m

on article 3

）、

第
五
に
意
思
表
示
の
一
本
化
（ability to speak w

ith one voice

）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
具
体
的
内
容
と
解
釈
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い

て
は
次
項
で
詳
細
に
取
り
上
げ
る
が
、
本
項
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
組
織
性
を
構
成
す
る
要
素
の
妥
当
性
を
検
討
す

る
。
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こ
の
点
を
理
解
す
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
は
、
組
織
性
要
件
の
意
義
を
ど
の
よ
う
に
根
拠
づ
け
る
か
で
あ
る
。
学
説
は
、
①
烈
度

要
件
と
組
織
性
要
件
と
の
関
係
に
お
い
て
理
解
す
る
も
の
と
、
②
武
力
紛
争
法
の
遵
守
確
保
の
観
点
か
ら
理
解
す
る
も
の
の
二
つ
に
大

別
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、
①
の
烈
度
要
件
と
の
関
係
に
お
い
て
組
織
性
要
件
の
意
義
を
見
出
す
学
説
は
、
行
為
者
の
組
織
的
性
格
が
暴
力
の
集
合
的

（collective
）
な
性
質
を
示
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
組
織
性
が
暴
力
を
長
期
化
さ
せ
、
個
別
で
は
な
い
大
規
模
な

暴
力
を
発
生
さ
せ
る
要
因
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
観
点
の
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
分
類
す
る
組
織
性
の
構
成
要
素
の
う
ち
、
作

戦
の
組
織
的
な
実
施
能
力
や
作
戦
を
継
続
可
能
に
す
る
兵
站
能
力
と
い
っ
た
種
類
の
組
織
性
の
要
素
は
特
に
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
暴
力
が
集
合
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
せ
ば
十
分
と
さ
れ
、
例
え
ば
組
織
名
称
や
法
人
格
の
有
無
と
い
っ
た
形
式
的
な
要

素
は
無
関
係
と
な
る
。
前
章
の
検
討
か
ら
、
烈
度
要
件
は
暴
力
の
連
続
性
と
重
大
性
の
二
つ
の
評
価
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
組
織
性
の
検
討
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
評
価
を
満
た
す
暴
力
を
可
能
に
す
る
組
織
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
る
。

①
の
立
場
は
、
烈
度
の
連
続
性
と
重
大
性
評
価
の
双
方
に
も
か
な
う
も
の
で
、
タ
ジ
ッ
チ
事
件
第
一
審
判
決
が
、
烈
度
要
件
と
組
織
性

要
件
を
「
密
接
な
関
係
に
あ
る
」
と
し
た
こ
と
の
説
明
の
一
端
と
な
る
。

　

し
か
し
、
組
織
性
要
件
の
意
義
が
烈
度
要
件
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
烈
度
の
問
題
な
の
で
あ

っ
て
、
組
織
性
を
別
途
の
要
件
と
す
る
意
味
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
②
の
武
力
紛
争
法
の
遵
守
確
保
の
観
点
か
ら
組
織
性
要
件
の
必

要
性
を
根
拠
づ
け
る
立
場
は
、
組
織
性
要
件
と
は
武
装
集
団
の
構
成
員
が
武
力
紛
争
法
に
反
し
た
場
合
、
処
罰
が
可
能
で
あ
る
か
否
か

を
問
う
も
の
で
あ
る
と
み
な
す
。
こ
の
観
点
で
は
、
武
力
紛
争
法
遵
守
の
命
令
を
一
元
化
す
る
指
揮
命
令
系
統
や
組
織
内
部
に
お
い
て

処
罰
根
拠
と
な
る
よ
う
な
規
律
を
備
え
て
い
る
か
が
重
要
な
点
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
構
造
を
持
っ
た
組
織
と
し
て
、

全
体
の
意
思
統
一
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
外
形
的
な
確
認
と
い
う
意
味
で
、
意
思
表
示
の
一
本
化
の
要
素
に
つ
い
て
も
そ
の
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証
拠
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

ボ
シ
ュ
コ
ス
キ
事
件
第
一
審
判
決
に
お
い
て
、
第
一
審
裁
判
部
は
赤
十
字
国
際
委
員
会
に
よ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
コ
メ
ン
タ
リ
ー

を
参
照
し
、
武
装
集
団
の
指
導
者
は
最
低
限
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
共
通
三
条
の
基
本
的
な
義
務
を
履
行
で
き
る
よ
う
構
成
員
に
一
定

の
支
配
を
行
使
で
き
る
能
力
を
有
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
組
織
性
要
件
に
共
通
三
条
の
履
行
確
保
の
目
的
が
あ
る

こ
と
を
示
す
。
武
装
集
団
が
単
な
る
烏
合
の
衆
で
は
な
く
、
組
織
性
が
必
要
で
あ
る
の
は
、
集
団
に
武
力
紛
争
法
上
の
義
務
の
履
行
が

可
能
で
あ
る
か
を
見
極
め
、
実
際
に
そ
の
義
務
の
履
行
を
期
待
で
き
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
組
織
の
決

定
と
し
て
、
武
力
紛
争
法
に
反
す
る
戦
術
が
と
ら
れ
る
と
い
っ
た
、
意
図
的
で
組
織
的
な
武
力
紛
争
法
違
反
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
事

実
は
組
織
化
の
性
質
を
打
ち
消
さ
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
。
組
織
性
要
件
自
体
の
意
義
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
①
よ
り
も
②
の
説
が

よ
り
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
説
は
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
理
論
上
併
存
可
能
で
あ
る
。
学
説
の
こ
の
よ
う
な
状

況
は
、
組
織
性
概
念
の
様
々
な
側
面
を
示
す
も
の
と
し
て
解
す
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
よ
る
組
織
性
の
五
つ
の
構
成
要
素
は
、
組
織
性
要
件
の
意
義
根
拠
に
関
す
る
二
つ
の
説
か
ら
、
概
ね
妥
当
な
も
の
と
い

え
る
。
た
だ
し
五
つ
の
構
成
要
素
の
う
ち
、
意
思
表
示
の
一
本
化
に
つ
い
て
は
、
Ｋ
Ｌ
Ａ
や
Ｎ
Ｌ
Ａ
と
い
っ
た
、
分
離
独
立
や
国
家
の

権
力
奪
取
と
い
う
目
的
を
明
示
的
に
表
明
す
る
集
団
に
つ
い
て
立
証
が
た
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。
一
方
で
、
よ
り
低
い
程
度
の
ゆ
る
や

か
な
組
織
性
し
か
有
し
な
い
集
団
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
可
能
性
が
否
定
で
き
ず
、
そ
の
意
味
で
敷
居
の
高
い
内
容
と
い
え
る
か
も
し

れ
な
い
。

　
　

二　

組
織
性
の
評
価
─
─
五
つ
の
構
成
要
素
の
相
互
補
完
的
評
価

　

そ
れ
で
は
、
ボ
シ
ュ
コ
ス
キ
事
件
判
決
に
い
う
共
通
三
条
の
基
本
的
義
務
を
履
行
す
る
た
め
の
支
配
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
「
最
低
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限
」
の
組
織
性
と
は
ど
の
程
度
の
も
の
だ
ろ
う
か
。

　

リ
マ
イ
事
件
第
一
審
判
決
は
、
第
二
追
加
議
定
書
の
規
則
を
適
用
す
る
に
あ
た
り
こ
の
議
定
書
に
求
め
ら
れ
る
要
件
を
武
装
集
団
が

満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
弁
護
側
の
主
張
を
否
定
し
、
求
め
ら
れ
る
組
織
性
を
一
定
の
組
織
性
（som

e degree of 

organization
）
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
ボ
シ
ュ
コ
ス
キ
事
件
第
一
審
判
決
は
以
下
の
よ
う
に
補
足
す
る
。
武
装
集
団
の

指
導
者
は
最
低
限
、
共
通
三
条
の
基
本
的
な
義
務
を
履
行
で
き
る
よ
う
な
支
配
を
有
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
一
方
、
共
通
三
条
違
反

に
伴
う
懲
戒
罰
の
実
施
、
ま
た
制
裁
方
法
の
確
立
ま
で
は
求
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
同
判
決
は
、「
長
期
化
し
た
武
力
に
よ
る
暴
力
」

に
求
め
ら
れ
る
組
織
性
の
程
度
を
、
第
二
追
加
議
定
書
に
い
う
「
持
続
的
か
つ
協
同
し
た
」
組
織
性
よ
り
も
低
い
程
度
で
あ
る
、
と
示

し
た
。

　

共
通
三
条
が
規
定
す
る
内
容
は
、
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
し
な
い
者
へ
の
人
道
的
待
遇
の
保
障
、
そ
れ
ら
の
者
へ
の
殺
人
、
拷
問
、

人
質
な
ど
の
禁
止
、
傷
病
者
の
看
護
義
務
な
ど
で
あ
る
。
共
通
三
条
は
、
最
低
限
の
人
道
的
保
護
の
た
め
の
規
定
と
さ
れ
、
紛
争
当
事

者
に
対
し
て
多
く
の
義
務
が
課
す
も
の
で
は
な
い
た
め
、
そ
の
遵
守
に
あ
た
っ
て
高
度
な
組
織
性
は
必
要
な
い
と
い
え
る
。
他
方
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
三
条
は
共
通
三
条
の
ほ
か
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
武
力
紛
争
法
の
慣
習
規
則
に
つ
い
て
の
違
反
も
扱
う
。

こ
の
慣
習
法
規
則
に
は
第
二
追
加
議
定
書
の
一
部
規
定
も
含
ま
れ
る
が
、
裁
判
所
は
な
ぜ
共
通
三
条
の
履
行
上
求
め
ら
れ
る
組
織
性
と

同
一
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
説
明
し
て
い
な
い
。
共
通
三
条
の
最
低
限
の
人
道
的
保
護
の
履
行
確
保
の
た
め
に
高
度
な
組
織

性
を
求
め
な
い
と
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
裁
判
部
の
姿
勢
は
妥
当
な
も
の
と
も
い
え
る
が
、
第
二
追
加
議
定
上
の
規
則
の
適
用
に
つ
い
て
な
ぜ

敷
居
が
下
が
る
の
か
疑
問
の
余
地
が
残
る
。

　

ボ
シ
ュ
コ
ス
キ
事
件
第
一
審
判
決
は
前
記
の
通
り
、
組
織
性
要
件
の
構
成
要
素
を
五
つ
の
種
類
に
分
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
互
い
に

影
響
し
あ
い
、
明
確
に
区
別
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
以
下
で
Ｋ
Ｌ
Ａ
や
Ｎ
Ｌ
Ａ
に
つ
い
て
、
項
目
別
に
、
判
例
の
整
理
を
試
み
る
。
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①　

指
揮
命
令
系
統
の
存
在

　

指
揮
命
令
系
統
の
存
在
を
示
す
指
標
と
し
て
は
以
下
が
あ
げ
ら
れ
る
。
組
織
の
一
般
幕
僚
（general staff

）
や
司
令
部
の
確
立

（
指
揮
官
の
任
命
や
命
令
、
内
部
規
則
の
周
知
、
武
器
の
配
布
、
作
戦
の
統
括
、
任
務
の
割
当
、
政
治
声
明
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
の
発
表
を

行
う
）、
組
織
構
造
に
つ
い
て
の
内
部
規
則
の
存
在
、
広
報
係
の
設
置
、
武
装
集
団
が
実
施
す
る
作
戦
行
動
や
そ
の
報
告
、
本
部
の
設

置
、
組
織
の
階
級
の
設
置
や
指
揮
官
の
責
任
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
内
部
規
律
、
様
々
な
地
位
の
指
揮
官
が
存
在
す
る
階
層
的
な
構
造
、

お
よ
び
兵
士
へ
の
内
部
規
律
の
周
知
で
あ
る
。

　

コ
ソ
ボ
紛
争
に
お
い
て
は
、
多
く
の
村
で
Ｋ
Ｌ
Ａ
の
支
援
の
下
、
村
の
自
衛
団
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
Ｋ
Ｌ
Ａ
は
こ
の
よ
う
な
地
域

的
組
織
に
対
し
て
、
強
固
な
階
層
的
な
構
造
（rigid hierarchical structure

）
を
持
つ
事
が
で
き
ず
、
水
平
的
指
揮
命
令
関
係

（horizontal com
m

and structure
）
を
有
す
る
と
評
さ
れ
て
い
た
。
コ
ソ
ボ
紛
争
に
関
す
る
複
数
の
判
例
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ

う
な
混
乱
し
た
関
係
性
で
あ
っ
て
も
、
指
揮
命
令
系
統
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
他
方
、
ハ
ラ
デ
ィ
ナ
イ
事
件
再
訴
判
決
で
は
、

Ｋ
Ｌ
Ａ
の
拠
点
と
な
る
場
所
が
な
い
こ
と
、
構
成
員
が
互
い
に
面
識
が
な
い
こ
と
な
ど
の
状
況
に
つ
い
て
、
組
織
化
の
発
展
過
程
を
指

す
と
さ
れ
、
一
九
九
八
年
四
月
末
の
時
点
の
Ｋ
Ｌ
Ａ
の
組
織
性
は
乏
し
い
と
さ
れ
た
。

　

Ｎ
Ｌ
Ａ
は
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
ア
リ
・
ア
フ
メ
テ
ィ
（A

li A
hm

eti

）
を
頂
点
と
し
た
、
大
隊
・
中
隊
・
小
隊
・
分
隊
で
構
成
さ
れ

て
い
た
。
二
〇
〇
〇
人
か
ら
二
五
〇
〇
人
の
兵
士
、
非
軍
事
的
支
援
に
従
事
す
る
一
〇
〇
〇
人
の
構
成
員
が
存
在
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
を

通
じ
た
内
外
へ
の
連
絡
を
行
っ
て
お
り
、
低
い
程
度
で
は
あ
る
が
階
層
的
な
組
織
構
造
を
有
し
て
い
た
と
さ
れ
た
。

　

ま
と
め
る
と
、
指
揮
命
令
系
統
の
存
在
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
組
織
構
造
の
階
層
性
に
つ
い
て
は
問
題
と
さ
れ
な
い
。
指
揮
命
令

系
統
の
要
素
が
含
意
す
る
の
は
、
構
成
員
へ
の
命
令
お
よ
び
攻
撃
の
計
画
の
実
行
が
可
能
に
な
る
組
織
構
造
と
、
そ
れ
ら
の
構
成
員
に

権
限
付
与
を
行
う
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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②　

作
戦
の
組
織
的
な
実
施
能
力

　

作
戦
の
組
織
的
な
実
施
能
力
を
示
す
指
標
と
し
て
は
以
下
が
あ
げ
ら
れ
る
。
統
一
的
な
軍
事
戦
略
の
決
定
や
広
範
囲
な
軍
事
作
戦
を

実
施
す
る
能
力
、
領
域
的
支
配
を
行
う
能
力
、
部
隊
の
責
任
を
有
す
る
指
揮
官
の
各
地
域
へ
の
配
置
、
お
よ
び
書
面
や
口
頭
で
の
命
令

や
決
定
で
あ
る
。

　

Ｋ
Ｌ
Ａ
は
、
待
ち
伏
せ
攻
撃
や
検
問
所
へ
の
一
撃
離
脱
攻
撃
（hit and run

）
を
取
り
、
セ
ル
ビ
ア
軍
の
軍
事
的
優
位
に
鑑
み
、

正
面
的
な
交
戦
を
避
け
る
と
い
う
戦
略
を
と
っ
て
い
た
。
Ｋ
Ｌ
Ａ
構
成
員
同
士
の
基
本
的
な
連
絡
手
段
は
電
話
や
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
あ
り
、

命
令
伝
達
は
安
全
上
の
理
由
か
ら
、
口
頭
・
文
書
で
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
地
域
指
揮
官
の
権
限
の
範
囲
が
、
部
隊
の
設
置
、
兵
士
の
移

動
、
部
隊
の
長
の
任
命
な
ど
に
及
ん
で
い
た
こ
と
は
、
Ｋ
Ｌ
Ａ
が
協
調
し
て
行
動
す
る
能
力
を
有
し
て
い
た
証
拠
と
な
る
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
Ｋ
Ｌ
Ａ
に
よ
る
領
域
的
支
配
に
つ
い
て
も
着
目
さ
れ
た
。
ジ
ョ
ル
ジ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
事
件
第
一
審
判
決
は
一
九
九
八
年
五
月
末
以

降
に
、
Ｋ
Ｌ
Ａ
が
「
地
域
的
組
織
に
対
す
る
明
確
な
指
揮
命
令
系
統
」
を
確
立
し
て
い
た
と
す
る
。
他
方
、
ハ
ラ
デ
ィ
ナ
イ
事
件
再
訴

判
決
は
、
一
九
九
八
年
四
月
二
十
二
日
以
前
の
Ｋ
Ｌ
Ａ
の
状
態
に
焦
点
を
当
て
、「
中
央
的
に
（centrally

）」
組
織
化
さ
れ
て
い
な
い
、

「
地
方
レ
ベ
ル
（local level

）」
の
組
織
性
で
あ
る
と
し
た
。
加
え
て
、
そ
の
時
点
で
Ｋ
Ｌ
Ａ
が
検
問
所
を
置
い
た
こ
と
に
よ
る
「
村

や
地
方
（local

）
道
路
の
支
配
」
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
示
し
た
。

　

Ｎ
Ｌ
Ａ
は
一
撃
離
脱
に
よ
る
奇
襲
攻
撃
の
作
戦
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
Ｎ
Ｌ
Ａ
に
よ
る
十
日
間
の
「
占
領
」
が
発
生
し
、
二
ヶ
月

後
に
は
二
つ
の
街
で
激
し
い
武
力
衝
突
が
あ
り
、
段
階
的
に
よ
り
深
刻
で
連
続
的
な
攻
撃
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
Ｎ

Ｌ
Ａ
が
組
織
化
し
協
調
的
に
行
動
し
て
い
た
こ
と
の
例
と
し
て
、
無
線
を
用
い
た
Ｎ
Ｌ
Ａ
内
部
に
お
け
る
各
攻
撃
へ
の
指
令
や
、
マ
ケ

ド
ニ
ア
軍
の
攻
撃
に
対
す
る
一
斉
反
撃
を
あ
げ
、
連
絡
網
や
秩
序
だ
っ
た
効
果
的
な
作
戦
行
動
の
能
力
を
示
し
て
い
る
と
し
た
。

　

作
戦
の
組
織
的
実
施
能
力
の
要
素
に
つ
い
て
解
釈
さ
れ
る
際
に
重
視
さ
れ
る
の
は
、「
作
戦
の
攻
撃
的
性
質
（operation of an of-
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fensive nature

）」
で
あ
り
、
ま
た
、
暴
力
の
計
画
性
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
主
た
る
攻
撃
が
組
織
を
指
揮
す
る
者
に
よ
っ
て
命
令
さ

れ
た
戦
略
の
結
果
で
あ
る
の
か
、
ま
た
攻
撃
の
決
定
者
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
の
か
が
検
討
さ
れ
る
。
ま
た
作
戦
を
実
行
可
能
に
す
る
、

組
織
幹
部
と
地
域
や
下
部
組
織
の
間
で
連
携
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
後
者
の
点
に
つ
い
て
、
指
揮
命
令
系
統
の
存
在
の
要
素
を

勘
案
す
る
と
、
ご
く
少
人
数
の
組
織
中
枢
の
み
で
指
揮
命
令
系
統
が
確
立
し
て
い
る
の
で
は
不
十
分
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

③　

兵
站
能
力

　

兵
站
能
力
を
示
す
指
標
と
し
て
は
以
下
が
あ
げ
ら
れ
る
。
新
兵
徴
募
お
よ
び
訓
練
、
武
器
の
配
布
、
制
服
の
着
用
、
本
部
と
部
隊
の

間
で
の
通
信
手
段
で
あ
る
。

　

Ｋ
Ｌ
Ａ
に
対
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
拠
点
と
し
た
国
際
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
資
金
や
新
兵
徴
募
を
支
援
し
、
兵
士
の
移
動

や
訓
練
の
と
り
ま
と
め
を
行
っ
て
い
た
。
徴
募
の
第
二
の
手
段
と
し
て
村
民
の
志
願
兵
が
あ
り
、
一
九
九
八
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け

て
拡
充
さ
れ
た
が
、
十
分
な
訓
練
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ア
ル
バ
ニ
ア
を
主
な
武
器
の
入
手
先
と
し
て
、
Ｋ
Ｌ
Ａ
兵
士
は
Ａ

Ｋ-

47
ラ
イ
フ
ル
な
ど
一
般
的
な
武
器
を
装
備
し
て
い
た
が
、
そ
の
他
の
兵
器
に
つ
い
て
は
種
類
・
数
量
と
も
に
乏
し
い
状
況
だ
っ
た
。

一
九
九
八
年
三
月
ご
ろ
ま
で
は
、
幹
部
以
外
は
Ｋ
Ｌ
Ａ
の
記
章
を
着
用
す
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
八
年
末
ご
ろ
に
は
記
章
や
制

服
の
着
用
者
が
増
加
し
た
。
一
九
九
八
年
末
ご
ろ
、
Ｋ
Ｌ
Ａ
は
十
分
な
通
信
設
備
を
保
有
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
安
全
上
の
理

由
の
た
め
で
あ
り
、
部
隊
間
で
の
連
絡
手
段
は
使
者
や
銃
声
を
使
っ
て
い
た
。
以
上
の
点
に
つ
い
て
、
ハ
ラ
デ
ィ
ナ
イ
事
件
再
訴
判
決

は
、
人
員
数
、
資
金
、
制
服
、
武
器
、
新
兵
徴
募
、
訓
練
の
内
容
な
ど
の
す
べ
て
が
乏
し
い
状
態
で
あ
っ
た
と
し
た
。

　

Ｎ
Ｌ
Ａ
は
当
初
、
各
地
方
の
小
さ
な
集
団
で
構
成
さ
れ
、
武
器
や
装
備
の
確
保
に
苦
労
し
な
が
ら
地
方
で
活
動
し
て
い
た
。
そ
の
後
、

地
方
で
の
新
兵
採
用
と
国
外
か
ら
の
志
願
兵
に
よ
る
構
成
員
の
増
加
、
武
器
の
量
お
よ
び
質
の
充
実
、
計
画
的
で
協
調
し
た
武
器
の
入

（
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手
や
配
布
、
制
服
の
配
布
や
そ
の
他
装
備
の
拡
充
、
短
期
間
の
基
礎
的
な
訓
練
な
ど
を
経
て
、
組
織
と
し
て
漸
進
的
に
発
展
し
成
長
し

て
い
っ
た
。
ま
た
、
Ｎ
Ｌ
Ａ
は
ア
ル
バ
ニ
ア
人
た
ち
か
ら
経
済
的
支
援
を
受
け
て
、
コ
ソ
ボ
を
主
な
入
手
先
と
し
て
、
大
量
の
武
器
や

そ
の
他
備
品
、
人
員
の
補
充
を
行
っ
て
い
た
。
武
器
に
は
ラ
イ
フ
ル
、
狙
撃
銃
に
加
え
、
対
空
ミ
サ
イ
ル
や
対
戦
車
ロ
ケ
ッ
ト
、
対
戦

車
擲
弾
発
射
器
（
Ｒ
Ｐ
Ｇ
）、
対
戦
車
・
対
人
地
雷
と
い
っ
た
重
火
器
を
手
に
し
て
い
た
。
遅
く
と
も
二
〇
〇
一
年
五
月
以
降
に
一
般

幕
僚
や
大
隊
の
司
令
官
が
活
動
を
開
始
し
、
五
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
Ｎ
Ｌ
Ａ
が
戦
闘
活
動
を
行
う
地
域
が
拡
大
し
た
こ
と
は
、
Ｎ
Ｌ

Ａ
の
武
力
や
兵
器
が
充
実
し
た
こ
と
や
、
計
画
的
で
協
調
し
た
軍
事
行
動
の
パ
タ
ー
ン
が
増
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

以
上
を
整
理
す
る
と
、
双
方
の
武
装
集
団
と
も
に
、
紛
争
初
期
の
時
点
で
は
充
分
な
兵
站
能
力
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
集

団
の
資
金
源
や
保
有
す
る
武
器
の
数
・
種
類
、
制
服
着
用
者
は
か
な
り
限
定
的
で
あ
り
、
ま
た
通
信
手
段
等
も
銃
声
に
よ
る
な
ど
か
な

り
乏
し
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
作
戦
の
実
施
能
力
の
要
素
と
合
わ
せ
て
考
慮
す
る
と
、
兵
站
能
力
の
要
素
は
装
備
の
充
実
と
い
う
よ
り

も
む
し
ろ
、
攻
撃
手
段
や
連
絡
手
段
、
武
器
の
入
手
先
が
確
立
さ
れ
、
計
画
的
な
攻
撃
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ

る
。
ま
た
、
武
力
紛
争
期
間
中
に
お
け
る
、
構
成
員
の
増
加
、
保
有
す
る
武
器
の
増
加
、
記
章
や
制
服
着
用
者
の
増
加
や
通
信
手
段
の

発
展
が
考
慮
の
対
象
と
な
っ
た
。

④　

内
部
規
律
の
程
度
お
よ
び
共
通
三
条
の
基
本
的
義
務
の
履
行
能
力

　

内
部
規
律
の
程
度
を
示
す
指
標
と
し
て
は
以
下
が
あ
げ
ら
れ
る
。
内
部
規
則
や
組
織
構
造
、
適
切
な
軍
事
訓
練
、
内
部
規
律
に
つ
い

て
構
成
員
へ
の
周
知
で
あ
る
。

　

Ｋ
Ｌ
Ａ
は
一
九
九
八
年
四
月
末
に
、
武
力
紛
争
法
に
つ
い
て
認
識
し
尊
重
す
る
旨
の
声
明
を
発
表
し
、
共
通
三
条
上
の
義
務
を
内
部

で
通
達
し
た
が
、
組
織
的
な
問
題
の
た
め
、
全
て
の
Ｋ
Ｌ
Ａ
兵
士
に
は
周
知
で
き
な
か
っ
た
。
部
隊
の
指
揮
官
が
そ
の
上
官
に
武
力
紛

（
119
）

（
120
）

（
121
）

（
122
）



論　　　説

（阪大法学）65（4-122）　1084〔2015.11〕

争
法
の
違
反
の
報
告
を
実
施
す
る
構
造
が
な
く
、
定
期
的
連
絡
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
Ｋ
Ｌ
Ａ
兵
士
を
規
律
す
る
シ
ス
テ
ム
は
な

く
、
一
九
九
八
年
九
月
ま
で
法
廷
や
裁
判
官
も
置
か
れ
な
か
っ
た
。
以
上
の
点
に
つ
い
て
、
ハ
ラ
デ
ィ
ナ
イ
事
件
再
訴
判
決
で
は
、
内

部
規
律
の
不
十
分
な
状
況
に
つ
い
て
、
一
九
九
八
年
四
月
末
の
時
点
で
の
Ｋ
Ｌ
Ａ
の
組
織
性
は
乏
し
い
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
武
力
紛

争
法
の
違
反
に
伴
う
懲
戒
罰
の
実
施
ま
で
は
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
ボ
シ
ュ
コ
ス
キ
事
件
判
決
と
一
致
し
た
姿
勢
で
あ
る
。

　

Ｎ
Ｌ
Ａ
は
武
力
紛
争
法
の
諸
規
則
に
つ
い
て
認
識
し
、
尊
重
す
る
意
向
を
示
し
て
い
た
が
、
そ
の
組
織
の
問
題
上
、
遵
守
の
確
保
ま

で
は
実
施
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
武
装
集
団
に
よ
る
武
力
紛
争
法
上
の
多
数
の
違
反
行
為
が
武
力
紛
争
中
に
発
生
し
た
。
こ

の
事
実
に
つ
い
て
、
複
数
の
事
件
の
裁
判
に
お
い
て
、
弁
護
側
は
多
数
の
違
反
行
為
の
存
在
が
当
該
武
装
集
団
の
組
織
性
の
欠
如
を
示

す
と
主
張
し
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
ボ
シ
ュ
コ
ス
キ
事
件
第
一
審
判
決
は
、
武
力
紛
争
法
へ
の
多
数
の
違
反
の
事
実
が
、

一
定
の
事
例
で
は
組
織
の
貧
弱
（poor
）
な
規
律
を
示
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
組
織
性
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
諸
判
例
で
も
、
武
力
紛
争
法
に
対
す
る
違
反
行
為
の
事
実
そ
の
も
の
は
、
組
織

化
し
て
い
な
い
と
い
う
結
論
に
た
だ
ち
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

⑤　

意
思
表
示
の
一
本
化

　

意
思
表
示
の
一
本
化
を
示
す
指
標
と
し
て
は
以
下
が
あ
げ
ら
れ
る
。
国
際
機
関
や
外
国
の
代
表
と
政
治
交
渉
を
行
う
能
力
、
和
平
合

意
や
停
戦
協
定
の
交
渉
能
力
で
あ
る
。

　

Ｋ
Ｌ
Ａ
に
つ
い
て
は
ハ
ラ
デ
ィ
ナ
イ
事
件
第
一
審
判
決
に
お
い
て
、
組
織
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
の
発
表
に
着
目
さ
れ
た
。
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
の
発
行
目
的
は
Ｋ
Ｌ
Ａ
の
活
動
の
広
報
で
あ
っ
た
が
、
構
成
員
の
戦
意
高
揚
や
新
兵
徴
募
に
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
リ
マ
イ
事
件
判

決
で
は
、
一
九
九
八
年
六
月
ま
で
に
は
、
Ｋ
Ｌ
Ａ
が
コ
ソ
ボ
問
題
解
決
の
た
め
の
政
治
交
渉
を
行
う
当
事
者
と
国
際
的
に
認
知
さ
れ
、
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組
織
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
対
外
的
な
交
渉
能
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
政
治
交
渉
に
お
い
て
、
諸
外
国
か
ら
は
そ

の
指
揮
命
令
系
統
が
「
謎
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
一
般
幕
僚
ら
の
安
全
上
の
理
由
に
よ
り
、
外
部
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
り
、
外
部
か
ら
組
織
構
造
が
認
知
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
組
織
化
し
て
い
な
い
、
と
い
う
証
拠
に
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。

　

Ｎ
Ｌ
Ａ
に
つ
い
て
は
、
政
治
的
存
在
感
と
交
渉
能
力
、
お
よ
び
合
意
の
実
施
能
力
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
た
。
ボ
シ
ュ
コ
ス
キ
事
件
判

決
に
よ
れ
ば
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
政
府
に
と
っ
て
、
Ｎ
Ｌ
Ａ
は
国
家
の
生
存
に
お
い
て
の
大
き
な
脅
威
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
政
府
は
Ｎ
Ａ

Ｔ
Ｏ
を
含
む
国
際
機
関
の
支
援
を
求
め
て
お
り
、
外
交
活
動
は
活
発
化
し
、
平
和
的
な
政
治
解
決
の
交
渉
の
中
で
Ｎ
Ｌ
Ａ
の
リ
ー
ダ
ー

と
接
触
す
る
に
至
っ
た
。
Ｎ
Ｌ
Ａ
は
国
際
機
関
を
仲
介
と
し
て
、
ア
ル
バ
ニ
ア
の
政
治
団
体
と
と
も
に
交
渉
・
署
名
を
行
い
、
そ
し
て

合
意
に
応
じ
て
武
装
解
除
を
行
っ
て
お
り
、
停
戦
協
定
を
結
ぶ
の
に
十
分
な
だ
け
組
織
化
し
て
い
た
。

　

こ
こ
ま
で
検
討
を
行
っ
た
Ｋ
Ｌ
Ａ
や
Ｎ
Ｌ
Ａ
の
当
初
の
組
織
性
に
鑑
み
る
と
、
紛
争
の
初
期
段
階
に
お
い
て
は
政
治
的
な
交
渉
能
力

ま
で
確
立
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
基
本
的
に
は
、
組
織
と
し
て
の
見
解
を
示
し
た
内
外
に
向
け
た
文
書
や
声
明
の
発
表
に
よ
り
組
織
と

し
て
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
外
形
的
に
示
す
こ
と
で
十
分
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
武
力
紛
争
中
に
お
け
る
、
広
報
担
当
の
設
置
や
政

治
的
存
在
感
を
増
す
事
な
ど
の
発
展
も
考
慮
さ
れ
る
。

　

五
つ
の
各
要
素
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
全
て
明
確
に
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
共
通
す
る
要
素
が
多
い
。
そ

の
た
め
、
組
織
性
の
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
五
つ
の
構
成
要
素
の
す
べ
て
を
厳
格
に
満
た
す
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
と
い
う
よ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
に
濃
淡
を
つ
け
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、
相
互
補
完
関
係
に
あ
る
と
み
て
評
価
を
行
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
相

互
補
完
的
評
価
は
、
一
つ
の
構
成
要
素
に
関
す
る
明
白
な
証
拠
の
欠
如
が
、
武
力
紛
争
の
不
存
在
の
決
定
的
理
由
に
な
る
こ
と
を
避
け

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
組
織
性
に
関
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、
烈
度
要
件
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
同
様
に
、
タ
ジ
ッ
チ

基
準
の
枠
内
で
の
柔
軟
な
運
用
を
も
た
ら
す
。
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お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
定
義
と
し
て
の
タ
ジ
ッ
チ
基
準
の
普
遍
的
妥
当
性
の
示
唆
と
し
て
、
同
基
準
の
具
体
的
内
容
と
そ

の
解
釈
ア
プ
ロ
ー
チ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
、
刑
事
事
件
と
し
て
被
告
人
の
戦
争
犯
罪
の
存
否
を
決
定
す
る
た
め
に
、
武
力
紛
争
が
発
生
し
て
い
る
の
か
否
か
、
そ

の
紛
争
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
明
白
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
を
背
負
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め

に
、
ボ
ス
ニ
ア
紛
争
に
お
け
る
タ
ジ
ッ
チ
事
件
上
訴
審
中
間
決
定
で
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
区
別
が
明
確
に
さ

れ
る
た
め
の
タ
ジ
ッ
チ
基
準
が
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
検
討
の
中
で
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
そ
の
他
の
単
発
的
な
暴
力
を

区
別
す
る
た
め
、
敷
居
と
し
て
の
タ
ジ
ッ
チ
基
準
の
具
体
的
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
コ
ソ
ボ
や
マ
ケ
ド
ニ
ア
と
い
っ
た
、
政
治
的

暴
動
や
テ
ロ
活
動
と
、
武
力
紛
争
と
の
見
極
め
が
困
難
な
限
界
事
例
に
お
け
る
、
烈
度
と
組
織
性
の
指
標
群
の
作
成
に
あ
ら
わ
れ
る
よ

う
に
、
よ
り
明
白
な
形
で
武
力
紛
争
の
存
在
を
確
認
す
る
た
め
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

他
方
、
タ
ジ
ッ
チ
基
準
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
す
る
武
力
紛
争
法
の
適
用
範
囲
を
広
く
確
保
す
る
と
い
う
要
請
に
も
応
え
る

も
の
と
し
て
も
発
展
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
烈
度
要
件
と
組
織
性
要
件
に
関
す
る
解
釈
ア
プ
ロ
ー
チ
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。「
長
期

化
し
た
武
力
を
用
い
た
暴
力
」
の
文
言
か
ら
烈
度
要
件
は
読
み
替
え
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
暴
力
の
連
続
性
と
重
大
性
評
価
の
組
み
合

わ
せ
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
組
織
性
要
件
に
つ
い
て
は
、
組
織
性
要
件
の
構
成
要
素
を
五
つ
に
分
類
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
概
念
を
明
確
化
し
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
の
構
成
要
素
の
関
係
は
相
対
的
で
あ
り
、
相
互
補
完
的
評
価
を
受
け
る
。
こ

の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
裁
判
部
は
、
背
景
が
異
な
る
複
数
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
紛
争
に
対
し
て
適
用
可
能
な
基
準
と
な

る
よ
う
に
、
タ
ジ
ッ
チ
基
準
の
枠
内
で
柔
軟
な
解
釈
を
行
っ
て
き
た
。
タ
ジ
ッ
チ
基
準
を
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
評
価
す
る
な
ら
ば
、
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文
言
自
体
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
二
つ
の
要
件
の
解
釈
ア
プ
ロ
ー
チ
の
功
績
が
大
き
い
。

　

柔
軟
な
性
質
を
持
つ
タ
ジ
ッ
チ
基
準
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
以
外
の
国
際
的
な
裁
判
所
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
の
有
無
を
判
断
す
る

に
あ
た
っ
て
、
非
常
に
有
益
な
指
針
に
な
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
つ
い
て
は
事
例
毎
に
特
殊
な
背
景
事
情
等
の

条
件
が
異
な
る
た
め
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
武
力
紛
争
法
の
処
罰
を
行
う
各
裁
判
所
は
、
武
力
紛
争
の
存
在
の
有
無
を
判
断
す
る
に
あ
た

っ
て
、
こ
れ
ら
諸
条
件
を
勘
案
し
て
武
力
紛
争
の
定
義
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
各
々
の
紛
争
に
見
合
っ
た
裁
判
所
ご
と

の
個
別
的
対
処
は
、
国
際
的
な
刑
事
裁
判
の
判
例
に
お
け
る
断
片
化
（fragm

entation

）
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
を
必
然
的
に
内
包

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
各
裁
判
所
の
実
行
が
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
定
義
を
タ
ジ
ッ
チ
基
準
に
依
拠
し
、
ま
た
読
み
替

え
ら
れ
た
烈
度
要
件
と
組
織
性
と
い
う
二
つ
の
要
件
を
用
い
る
事
に
も
従
っ
て
い
る
の
は
、
合
理
的
な
こ
と
と
い
え
よ
う
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ

が
二
〇
年
余
を
か
け
て
構
築
し
て
き
た
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
の
認
定
に
関
す
る
タ
ジ
ッ
チ
基
準
の
解
釈
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
諸
条

件
を
異
に
す
る
様
々
な
型
の
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
対
し
て
同
基
準
の
適
用
を
可
能
に
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
各
国
際
的
裁
判
所
の
判
例
に

お
け
る
混
乱
を
防
ぐ
、
普
遍
性
を
持
っ
た
重
要
な
基
準
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
い
え
る
。

　

今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
は
以
下
の
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
制
度
的
な
関
係
の
な
い
国
際
的
な
刑
事
裁
判
所
、
ま
た
国
際
司
法

裁
判
所
に
お
け
る
武
力
紛
争
の
定
義
に
つ
い
て
、
統
一
的
理
解
が
進
め
ら
れ
る
現
象
に
つ
い
て
何
ら
か
の
法
的
な
問
題
が
生
じ
な
い
か
。

す
な
わ
ち
裁
判
所
ご
と
で
裁
判
法
規
が
異
な
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
同
一
の
定
義
を
使
う
方
向
に
収
斂
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
原
動
力

や
問
題
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
、
国
際
的
裁
判
所
の
諸
判
例
に
お
け
る
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
解
釈
の

整
合
性
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
、
国
際
刑
事
判
例
と
そ
の
他
の
国
際
法
規
則
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
武
力
紛
争
法
規
則
が
国
際
的
刑
事
裁
判
所
の
裁
判

規
範
と
な
り
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
武
力
紛
争
法
自
体
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
、
と
い
う
論
点
が
あ
げ
ら

（
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れ
る
。

　

タ
ジ
ッ
チ
基
準
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
定
義
に
関
す
る
慣
習
国
際
法
規
範
の
形
成
に
大
き
く
関
与
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と

思
わ
れ
、
今
後
の
国
際
刑
事
裁
判
や
国
家
実
行
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。　

【
付
記
】

　

本
稿
は
国
際
法
研
究
会
（
二
〇
一
五
年
二
月
二
一
日
、
於
：
京
都
大
学
）
に
お
い
て
行
っ
た
報
告
に
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
研
究

会
の
場
で
、
貴
重
な
ご
助
言
、
ご
教
示
を
下
さ
っ
た
方
々
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
筆
者
は
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
Ｄ
Ｃ
）

で
あ
り
、
本
稿
は
二
〇
一
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
指
標
は
、
ジ
ョ
ル
ジ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
事
件
第
一
審
判
決
や
ハ
ラ
デ
ィ
ナ
イ
事
件
再
審
判
決
に
お
い
て
、
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
。

ICT
Y

, T
rial Cham

ber II, Public Judgem
ent w

ith Confidential A
nnex V

olum
e I of II, Đ

orđević , Case N
o. IT

-05-87/1-T
 (23 

February 2011), para. 1523; H
aradinaj, supra note 53, para. 49. 

Boškoski, supra note 27, paras. 177-190, para. 49; See also,T
adic, supra note 5, paras. 565-567; ICT

Y
, T

rial Cham
ber, 

Judgem
ent, D

elalić, Case N
o. IT

-96-21-T
 (16 N

ovem
ber 1998), paras. 188-190; ICT

Y
, D

ecision on M
otion for Judgem

ent of 
A

cquittal, M
ilošević, Case N

o. IT
-02-54-T

 (16 June 2004), paras. 28-31; Lim
aj, supra note 43, paras. 135-167; H

aradinaj, 
supra note 44, para. 49.

Ibid., para. 175.
Y

oram
 D

instein, N
on-International A

rm
ed Conflicts in International Law

 (Cam
bridge U

niversity Press, 2014), pp. 34-
35.

Eric D
avid, 

“Internal (N
on-International) A

rm
ed Conflict

”, in A
ndrew

 Clapham
 and Paola Gaeta (ed.), T

he O
xford 

H
andbook of International Law

 in A
rm

ed Conflict (O
xford U

niversity Press, 2014), pp. 356-357.
Eliav Lieblich, International Law

 and Civil W
ars: Intervention and Consent (Law

, Conflict and International R
ela-
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tions) (Routledge, 2013), p. 49.
Sivakum

aran, supra note 13, pp. 167-168.
D

instein, supra note 61, p. 35.
H

aradinaj, supra note 53, para. 405.
Idid., para. 404; See also, H

aradinaj, supra note 44, para. 99.
Ibid., para. 403.
Ibid., para. 405.
H

aradinaj, supra note 44, paras. 42, 91-99.

浅
田
「
前
掲
論
文
」（
注
7
）
三
〇
六
頁
。

See T
adić supra note 5, para. 562.

真
山
全
「
テ
ロ
行
為
・
対
テ
ロ
作
戦
と
武
力
紛
争
法
」
初
川
満
編
『
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
法
規
制
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
八
六
頁
。

Boškoski, supra note 27, para. 178.
Ibid.
Ibid.
Ibid., paras. 179-183.
Ibid., para. 245.
Ibid., paras. 245-247.
D

instein, supra note 61, p. 36.
H

aradinaj, supra note 53, paras. 406-407, 410.
Boškoski, W

itness Statem
ent of Gzim

 O
streni, Chief of N

LA
 General Staff, para. 20.

Ibid., paras. 199-203; See also,  Đ
orđević, supra note 58, para. 1526.

M
oir, supra note 10, p. 36.

D
avid, supra note 62, p. 360.
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T
adić, supra note 5, para. 562.  

Sivakum
aran, supra note 13, pp. 177-178.

Boškoski, supra note 27, para. 196.
A

. Bianchi and Y
. N

aqvi, International H
um

anitarian Law
 and T

errorism
 (H

art Publishing, 2011), p. 163.
See M

ichael Bothe, K
arl Josef Partsch and W

aldem
ar A

. Solf, N
ew

 R
ules for V

ictim
s of A

rm
ed Conflicts: Com

m
entart 

on the T
w

o 1977 Protocols A
dditional to the G

eneva Conventions of 1949 (2
nd ed. Reprint revised by M

ichael Bothe) 
(M

artinus N
iJhoff Publishers, 2013), pp. 713-720. 

Lim
aj, supra note 43, paras. 88, 89.

Boškoski, supra note 27, para. 196.
Ibid., para. 197.
Boskoski, supra note 27, para. 199; See also, Lim

aj, supra note 43, paras. 76, 97-104, 110-111; M
ilošević, supra note 59, 

paras. 23-24, H
aradinaj, supra note 44, para. 65.

横
並
び
の
指
揮
命
令
関
係
と
は
、
矛
盾
し
た
概
念
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
シ
バ
ク
ラ
マ
ン
は
一
般
に
、
武
装
集
団
が
軍
隊
と
異
な
り

階
層
的
な
構
造
を
持
つ
と
は
限
ら
ず
、
多
様
な
武
装
集
団
が
横
並
び
（horizontal

）
に
あ
る
場
合
も
多
く
、
そ
の
形
態
は
複
雑
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
す
る
。Sivakum

aran, supra note 13, pp. 172-173.

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
横
並
び
の
指
揮
命
令
関
係
に
近
い
例
と
し
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
共
和
軍
（
Ｉ
Ｒ
Ａ
）
暫
定
派
が
あ
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
に
お
い
て
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
Ｉ
Ｒ
Ａ
暫
定
派
は

組
織
の
再
編
成
を
行
っ
た
。
警
察
に
よ
る
摘
発
に
対
し
て
非
常
に
脆
弱
で
あ
っ
た
階
層
化
さ
れ
た
地
区
ご
と
の
グ
ル
ー
プ
構
造
を
変
更
し
、
小
規

模
な
「
セ
ル
」（cell

）
と
呼
ば
れ
る
小
隊
が
設
け
ら
れ
、
補
給
局
長
に
よ
っ
て
直
接
指
揮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（「
セ
ル
」
間
の
メ
ン
バ
ー
は

互
い
に
知
ら
な
か
っ
た
。）See Steven H

aines, 

“Northern Ireland 1968-1998

”, Elizabeth W
ilm

shurst, International Law
 and the 

Classification of Conflicts (O
xford U

niversity Press, 2012).
Lim

aj, supra note 43, para. 131; H
aradinaj, supra note 44, para. 68; H

aradinaj, supra note 53, paras. 61, 62, 83.
For exam

ple, Lim
aj, supra note 43 paras. 131, 134.

H
aradinaj, supra note 53, paras. 406-407, 410.
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Boškoski, supra note 27, paras. 267-276.　

た
だ
し
、
同
判
決
二
六
八
項
で
は
、
ア
フ
メ
テ
ィ
が
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
こ
と
を
推
定
さ
せ

る
事
実
は
十
分
に
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
、
と
も
さ
れ
た
。

Ibid., para. 195.
Ibid., para. 200; See also, Lim

aj, supra note 43, paras. 95, 105-109, 129 158; M
iloševié, supra note 59, paras. 23-24; 

ICT
Y

, Y
rial Cham

ber, Judgem
ent, M

rkšić, Case N
o. IT

-95-13/1-T
 (27 Septem

ber 2007), paras. 410, 417; ICT
Y

, T
rial 

Cham
ber, Judgem

ent, M
irtié, Case N

o. IT
-95-11-T

 (12 June 2007), paras. 135, 344; H
aradinaj, supra note 44, paras. 70-75, 

87.
H

aradinaj, supra note 44, para. 87.
Lim

aj, supra note 43, paras. 104, 105.
Ibid., paras. 106-109.
Đ

orđević, supra note 58, para. 1578.
H

aradinaj, supra note 53, para. 407.
Idid., para. 408.
Boškoski, supra note 27, para. 277.
Ibid., paras. 277-280.
Đ

orđević, supra note 58, para. 1559.
Boškoski, supra note 27, para. 205.
Ibid., para. 287; See also, D

avid, supra note 62, pp. 359-360.
Ibid., para. 201; See also ICT

Y
, T

rial Cham
ber, Judgem

ent, D
elalić, Case N

o. IT
-96-21-T

 (16 N
ovem

ber 1998), para. 
118; Lim

aj supra note 43, paras. 118-124; M
ilošević, supra note 59, paras. 23-24; H

aradinaj, supra note 44, paras. 76-86.
H

aradinaj, supra note 44, paras. 83-86.
Lim

aj, supra note 43,  para. 122.
Ibid., para. 123.
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Ibid., para. 124.
H

aradinaj, supra note 53, para. 406; See also, paras. 18, 20, 18-25, 29-40.
Boškoski, supra note 27, paras. 281-287.
Ibid., para. 281.
Ibid., para. 288.
Ibid., para. 202; See also, Lim

aj, supra note 43, paras. 110, 113-119; H
aradinaj, supra note 44, para. 69.

H
aradinaj, supra note 44, para. 69.

H
aradinaj, supra note 53, paras. 406, 410.

Boškoski, supra note 27, paras. 272, 274.
Ibid., paras. 204-205.
Ibid., para. 203; See also, Lim

aj, supra note 43, paras. 125-129; ICT
Y

, T
rial Cham

ber, Judgem
ent, H

alilović, Case N
o. 

IT
-01-48-T

 (16 N
ovem

ber 2005), para. 164; ICT
Y

, T
rial Cham

ber, Judgem
ent, H

adžihasanović, Case N
o. IT

-01-47-T
 (15 

M
arch 2006), paras. 20, 23; H

aradinaj, supra note 44, para. 88.
H

aradinaj, supra note 44, para. 88.
Lim

aj, supra note 43, paras. 125-132.
Boškoski, supra note 27, para. 289.
Đ

orđević, supra note 58, paras. 1576-1577.

た
だ
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
は
共
通
三
条
違
反
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
す
る
法
規
慣
例
違
反
に
つ
い
て
、
同
規
程
第
八
条
二
項
⒟
と
第
八
条

二
項
⒡
に
お
い
て
、
そ
の
適
用
条
件
に
区
別
を
設
け
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
タ
ジ
ッ
チ
基
準
の
文
言
を
「
暴
力
」
か
ら
「
紛
争
」
に
読
み
替

え
る
ほ
か
は
、
そ
の
定
義
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。
他
方
、
前
者
に
つ
い
て
は
第
二
追
加
議
定
書
の
第
一
条
二
項
の
「
暴
動
、
独
立
の
又
は

散
発
的
な
暴
力
行
為
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
性
質
の
行
為
等
国
内
に
お
け
る
騒
乱
及
び
緊
張
の
事
態
」
を
適
用
範
囲
か
ら
外
す
と
い
う
規
定
を

置
く
の
み
で
あ
る
。
ま
た
判
例
上
、
後
者
に
つ
い
て
は
第
二
追
加
議
定
書
と
並
ぶ
組
織
性
の
高
さ
が
要
求
さ
れ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
共
通
三
条
違
反

と
戦
争
の
法
規
慣
例
違
反
の
敷
居
を
同
一
と
と
ら
え
た
の
に
対
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
は
よ
り
厳
格
に
そ
の
点
を
区
別
し
、
タ
ジ
ッ
チ
基
準
よ
り
も
高
度
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な
組
織
性
を
求
め
る
。
も
っ
と
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
が
扱
う
戦
争
の
法
規
慣
例
に
対
す
る
違
反
の
内
容
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
そ
れ
よ
り
も
広
く
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ

が
そ
の
よ
う
な
区
別
を
設
け
た
こ
と
は
妥
当
な
こ
と
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
第
八
条
二
項
⒟
と
第
八
条
二
項

⒡
の
間
の
具
体
的
な
差
異
に
つ
い
て
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
判
例
の
蓄
積
を
待
つ
よ
り
ほ
か
に
な
い
。

た
と
え
ば
、
共
通
三
条
は
、
裁
判
規
範
上
の
罪
刑
法
定
主
義
の
観
点
か
ら
の
明
確
性
を
有
す
る
必
要
が
な
い
が
、
本
来
的
に
裁
判
規
範
の
中

で
用
い
ら
れ
る
タ
ジ
ッ
チ
基
準
は
、
そ
の
性
質
上
宿
命
的
に
、
武
力
紛
争
の
範
囲
が
厳
密
に
解
釈
さ
れ
る
結
果
限
定
的
に
な
る
た
め
、
武
力
紛
争

の
存
在
の
立
証
基
準
は
刑
事
裁
判
の
基
準
の
方
が
よ
り
高
い
可
能
性
が
あ
る
。

（
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